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Ⅰ．はじめに                               

  

急速な少子化の進行等を踏まえ、国、地方公共団体及び民間企業が一体となって、次

世代育成のための環境整備に取り組んでいくため、平成１５年７月に次世代育成支援対

策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）が制定されました。 

一方で、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍でき

る環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年

法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）が平成２７年８月に成立し、それを

受け、本市でも女性の職業生活における活躍推進のため、平成２８年４月に「雲仙市女

性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、女性職員が活躍できる職場

環境づくりに取り組んできました。 

また本市においては、次世代法に基づく行動計画と女性活躍推進法に基づく行動計画

は、その趣旨や取組内容において、相互に密接な関係があることから、両計画を一体化

した「雲仙市職員子育て応援・女性職員活躍推進プラン【雲仙市特定事業主行動計画】」

を各執行機関が連名で令和４年４月に改めて策定し、より効果的な実施に取り組んでき

ました。 

今回、同計画の期間が満了することから、これまでの取組や現状について検証すると

ともに、社会環境の変化を踏まえながら、職員一人一人がより一体となって女性の活躍

の推進や次世代育成支援に取り組むことができるよう、本計画を改訂することとしまし

た。この計画に基づき、性別、年齢に関わらず、仕事と家庭の調和を実現し、いきいき

と働くことができる組織を築いていきます。 

 

 令和８年４月１日 

       雲仙市   

       雲仙市議会事務局 

       雲仙市選挙管理委員会事務局 

       雲仙市監査事務局 

       雲仙市農業委員会事務局 

       雲仙市教育委員会事務局 

       雲仙市水道事業 
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Ⅱ．計画期間                                    

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの計画期間とします。 

 

Ⅲ．計画の位置付け                             

本計画は、ワーク・ライフ・バランスの実現を基本とし、仕事と子育ての両立及び女 

性の活躍の推進を目的に、次世代法第１９条第１項及び女性活躍推進法第１９条第１項

に基づく、本市の特定事業主行動計画として策定するものです。 

 

Ⅳ．計画の推進体制                            

この行動計画を効果的に実践するため、各執行機関と連携を取りながら推進状況等を

把握し、達成状況の点検を行い、計画推進に当たっての課題の検討や推進に向けて取組

を行います。 

 また、その結果を踏まえて、その後の対応や計画の見直し等を図ります。 

 

○対象職員 

この計画の対象職員は、本市全職員とします。 

※会計年度任用職員については、計画の内容が実態にそぐわない場合がありますが、

可能な限り、本計画の趣旨を踏まえた対応を進めることとします。 

 

Ⅴ．計画の構成                               

次世代法と女性活躍推進法において、それぞれ事業主行動計画の策定が必要となりま

すが、取組内容については、重複する部分が多いことから一体の計画として策定します。 

 

取組項目 

根拠法 

女性活躍 

推進法 
次世代法 

１．女性職員の活躍推進 

 ☆女性職員の採用拡大 

☆女性職員の登用 

 

  ○ 

  ○ 

 

２．家庭と仕事の両立支援 

 ☆長時間勤務の是正をはじめとする働き方改革 

 ☆家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環

境の整備 

 

  ○ 

  ○ 

 

 

  ○ 

  ○ 

３．子育て活動支援のための環境整備    ○ 
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Ⅵ．計画の具体的な内容について                            

 

【１．女性職員の活躍推進】 

    

（１）女性職員の採用拡大  

 

  ■現在の状況：採用試験における女性の受験率 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

30.7％ 21.7％ 37.5％ 40.6％ 39.7％ 40％ 

 

  ■現在の状況：採用試験における女性の採用率 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

25.0％ 30.6％ 34.5％ 58.8％ 46.2％ 40％ 

 

職種により応募者に男女の偏りがあるため、各年度の職種別採用人数によって割

合は変動します。女性の受験率については、令和 5 年度に目標値を上回ることがで

きたものの、その他の年度では目標値に達しておらず、男性に対して女性の受験者

が少ない傾向が続いています。 

多くの女性が活躍できるよう、安定した採用者の確保、水準の引き上げに向け、

雲仙市を志望する女性の拡大につながる広報活動の取組を実施します。 

 

  ○女性受験者数の増加に向けた取組 

   女性受験者数の増加に向け、合同採用説明会及び市ホームページ等の機会や手段

を通じて、本市のワーク・ライフ・バランス実現や女性活躍の推進等への取組など

を説明することで、女性が働きやすい職場、女性が活躍できる職場ということを PR

する。                           （人事等担当部門） 

                    

  ○採用試験に挑みやすい環境づくり 

   採用試験において、女性面接官や女性試験員を配置するなど、男女を問わず受験

者が試験に挑みやすい環境づくりに取り組む。        （人事等担当部門） 

   

○女性職員の採用拡大に向けた新たな採用手法の検討 

   今後の職員数の動向を見据えつつ、民間企業等の職務経験者を対象とした採用試

験を通じて、多様な人材が受験しやすい採用手法について検討する。また、男女を

問わず、優秀な人材を確保するため、試験内容や受験資格の見直しを検討する。 

（人事等担当部門） 
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■目標数値：採用試験における女性の受験率 

令和１２年度  ４０％以上 

 

■目標数値：採用試験における女性の採用率 

令和１２年度  ４０％以上 

 

（２）女性職員の登用  

 

  ■現在の状況：管理職に占める女性割合 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

3.5％ 3.7％ 5.5％ 4.9％ 6.8％ 5％ 

 

全体として徐々に増加しており、目標値を達成できたものの、１０％未満と低い

状況にあります。 

女性職員の管理職への登用については、長期的な取組が必要不可欠であるため、

今後も引き続き女性職員の計画的な育成と管理職や将来の管理職を見据えた課長

相当職などの班を統括するポストへの積極的な登用を推進し、政策形成に参画でき

る機会を拡大するため、以下の取組を実施します。 

  

①女性職員の計画的な育成・登用 

 

 ○幅広い職場への人事配置の一層の推進 

 女性職員のより一層の能力活用と多様な分野への積極的な配置を推進するため、 

職域の拡大を図る。職員個々人の能力、意欲及び適性などに応じつつ、市の政策に

女性の視点を取り入れる観点も含め、男女のバランスに配慮した人事配置を行って

いく。                               （人事等担当部門） 

 

 ○女性職員の管理職への登用 

将来指導的地位に成長していく女性の人材の育成・確保に努めるとともに、管理

職に占める女性職員の割合の目標を設定し、能力を有する女性職員の管理職への登

用を積極的に行っていく。                 （人事等担当部門） 

 

○女性職員の管理職への昇任意欲を高めるための方策の検討 

管理職など、より責任のあるポストへの登用に対する不安を軽減するため、家庭

の事情等により職責等の負担軽減が必要となった場合は、本人の希望により、下位 

のポストへの降任を可能にし、状況が回復した場合は、改めて従前の役職で活躍で

きるような仕組みの導入について検討する。キャリア形成にかかる支援体制等を採

用時から発信し、昇任意欲のある受験者を増やす。     （人事等担当部門） 
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②キャリア形成の支援 

 

○キャリア形成等にかかる研修の支援 

 中堅職員に求められる行政管理能力や政策形成能力について、外部機関を活用し

た研修や専門的かつ実践的な職場外研修により習得を図る。また、職場における仕

事を通じた人材育成や自己学習等により、職員の能力開発を図る。                                  

（人事等担当部門） 

 

○人事評価制度を通じたキャリア支援 

人事評価制度を通じて、上司と部下のコミュニケーションの活性化を推進し、職

場における仕事を通じた人材育成の強化やキャリアアップに向けた助言・指導によ

り職員の成長意欲の向上を図る。                    （人事等担当部門、全庁） 

 

 

 

 

 

【２．家庭と仕事の両立支援（ワーク・ライフ・バランスの推進）】 

 

（１）長時間勤務の是正をはじめとする働き方改革  

 

■現在の状況：年次休暇取得日数 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

10.8 日 10.9 日 10.6 日 10.3 日 11.9 日 12 日 

 

■現在の状況：職員１人当たりの月平均時間外勤務時間 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

15.6 時間 17.0 時間 14.7 時間 12.6 時間 12.7 時間 14 時間以下 

 

年次休暇の取得日数は若干の増加傾向にありますが、全国市区町村平均（総務省：

「令和５年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」）からは下回っています。

職員１人当たりの月平均時間外勤務時間については、新型コロナウイルス感染症に

関する緊急の業務により、令和３年度に増加したものの全体としては減少していま

す。 

全ての職員の心身のリフレッシュと公務能率の一層の向上を図り、ワーク・ライ

フ・バランスを実現するために、ＩＣＴの活用などによる業務の効率化や管理職を

はじめとする職員の意識改革等に努め、長時間勤務の是正や働きやすい職場環境づ

くりを推進するなど、職場全体で時間外勤務の縮減に取り組みます。 

■目標数値：管理職に占める女性割合 

令和１２年度  １２％ 
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① 業務の効率化等の推進  

 

○業務の簡素合理化 

業務の省力化や外部化、ＩＣＴの活用、政策評価のＰＤＣＡサイクルの流れの確

立により効果的かつ合理的に業務を遂行できるよう、働きやすい職場環境づくりを

図る。                       （人事等担当部門、全庁） 

 

○所属内における弾力的な人員配置や業務の効率化・平準化 

繁忙期にある班（課、部）を所属全体でカバーできるよう、所属内で弾力的な人

員配置に取り組む。時間外勤務が多い職場については、業務の効率化や事務分掌の

見直し等による平準化などの整理を行い、是正を図っていく。また、引継書や手順

書を随時整備し、異動前後の業務負担軽減を図る。   （人事等担当部門、全庁） 

  

○効率的な業務遂行に向けた管理職の意識改革 

管理職に対し、時間外勤務の縮減を図るため、業務の見直しや事務の効率化、業

務の進捗管理やタイムマネジメントの徹底を図るほか、時間外勤務の偏在是正を図

るための応援体制の整備や臨機応変な事務分掌の見直しなど、効率的な業務遂行に

向けた、管理職の意識醸成を図る。            （人事等担当部門） 

 

②時間外勤務縮減のための意識啓発  

 

  ○仕事優先の固定的観念や性別役割意識の払拭  

仕事優先の固定概念や家庭のみならず職場における固定的な性別役割分担意識

を払拭し、仕事と家庭生活の両立に向け、職員の多様な生き方を応援する職場の雰

囲気づくりに取り組む。               （人事等担当部門、全庁） 

 

○時間外勤務の適正な管理と削減 

 年度当初に、各課に年間の時間外時間数の配分を行い、計画的な削減を目指す。

また、各所属長へ適宜時間外勤務実績を通知するとともに、時間外勤務の事前申請

の徹底に努め、時間外勤務の適正な管理と削減に努めるよう指導する。 

            （人事等担当部門） 

 

○ワーク・ライフ・バランス推進等の設定 

ノー残業デーやパソコンの強制シャットダウン日など、現在の取組も踏まえつつ、

職員の健康保持やワーク・ライフ・バランスの実現のため、定時退庁に向けた勤務

時間の認識の徹底や、業務の計画的・効率的な実施を促す。また、時差出勤など柔

軟な働き方の確保を図る。              （人事等担当部門、全庁） 
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○休暇を取得しやすい環境づくり  

所属内で朝礼やミーティングを実施するなどして、業務の進捗状況や情報の共有

を行うことで職員が安心して年次休暇や特別休暇を取得できるような職場の雰囲

気づくりに努める。また、月経、妊娠・出産（不妊治療）、更年期等、ライフステー

ジごとの体調変化に配慮し、安心して働ける制度の周知を行う。 （全庁） 

 

○健康面における配慮 

 時間外勤務の多い職員に対して産業医の面談を行い、健康状態を把握する。やむ

を得ず週休日に勤務する場合は、原則振替とすることを徹底する。 

                            （人事等担当部門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備  

 

■現在の状況：男性職員の育児休業取得率 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

9.1％ 61.5％ 71.4％ 25.0％ 37.5％ 15％ 

 

■現在の状況：男性職員の出産補助休暇取得率 

R2 R3 R4 R5 R6 R7（目標値） 

87.0％ 61.5％ 42.9％ 62.5％ 75.0％ 100％ 

 

男性職員の育児休業取得率は、令和３年度時点で目標値を上回る数値となってい

ます。しかし、平均取得日数については令和６年度で育児休業が１０日、出産補助

休暇が２．６日となっており、今後も育児休業等取得の常態化、長期取得に繋がる

取組が必要となります。 

研修等の機会を通して、管理職をはじめ職員の子育てや介護に対する理解を深め、

休暇等を取得しやすいような職場の雰囲気づくりに取り組むとともに、仕事優先に

なりがちな男性職員の育児や介護など家庭生活への参加を促すため、育児休業や各

種休暇の取得を組織として働きかけるなど、実効ある取組を展開します。  

また、育児休業中の職場復帰に向けた支援や、復帰直後の業務の負担軽減への配

慮など、職員が安心して活躍できる環境づくりに努めます。 

■目標数値：年次休暇取得日数 

令和１２年度  １６日 

■目標数値：職員１人当たりの月平均時間外勤務時間 

令和１２年度  １１時間以下 
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①育児及び介護にかかる既存各種支援制度等の周知の徹底 

 

○子育て・介護に関する各種支援制度の周知 

子育て及び介護の支援のハンドブックやホームページ、研修などを活用し、妊

産婦や子育て及び介護中の職員に対して配慮すべき事項、特別休暇などの諸制度

について、全職員に対し積極的に発信する。               （人事等担当部門） 

 

○管理職による子育て及び介護中の職員への支援制度活用の働きかけ  

管理職に対し、研修や会議の機会を捉えて子育て及び介護の意義や重要性につい

ての意識づけを行う。 

また、管理職は子育てや介護の負担に対して理解をし、子育て及び介護中の職員

に対して、次のような機会に特別休暇や時短勤務、部分休業、年次休暇を取得する

よう働きかけを行う。 

 

   ・ゴールデンウィークにおける連続休暇 

   ・夏季休暇と年次休暇を組み合わせた連続休暇 

   ・月に１回以上の年休取得 

・金曜日や月曜日に年休を取得し３連休とする 

   ・学校行事（家庭訪問、授業参観、入学式・卒業式） 

   ・通院時の送迎や付き添い 

   ・繁忙期間が継続する場合の半日や時間単位での休暇 

   ・長期に亘る業務が一区切りした時 

                            （人事等担当部門、全庁） 

 

 ②職場における育児及び介護等の休暇制度への利用促進と応援体制づくり 

 

○ハラスメントの防止  

研修や会議の機会を捉えて、男女ともにセクシャルハラスメントやマタニティハ

ラスメント、ケアハラスメント防止についての正しい理解の促進と意識啓発を図る。 

また、ハラスメントに起因する問題が生じた際に、迅速かつ適切な措置を行える

ように相談体制の周知を図る。               （人事等担当部門） 

 

○休暇取得時の応援体制の構築 

業務担当者に正・副担当を置き、日頃から連携を密にし、業務情報を共有するな

ど、担当者不在時でも業務に支障が生じないカバー体制を整備する。 

管理職をはじめ、職員それぞれが、子育て及び介護の支援ハンドブックの活用等

により、子育てや介護の意義や諸制度への理解を深め、育児や介護中の職員が休暇

や制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりに努める。           （全庁） 
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○業務の見直しや事務分掌の見直し等による応援体制づくり  

各所属において、妊産婦や育児中の職員について、深夜勤務や時間外勤務の軽減

に配慮するだけでなく、業務や事務分掌の見直しなどを行い、定時退庁を前提とし

た応援体制を整備する。                        （全庁） 

 

○代替職員制度の活用等による適切な人員の確保  

職員が安心して育児や介護休業を取得できるよう、代替職員の確保に努める。       

（人事等担当部門、全庁） 

 

③男性の家事・育児へのかかわりの推進 

 

○男性職員への育児等にかかる休暇・休業制度の周知  

配偶者の出産を控えた男性職員に対し、育児に関する各種休暇制度等を周知し、

子育てへの参画の重要性や子育てにおける父親の役割等について意識付けを行う。

特に、男性の育児休業については、配偶者の出産直後など、１箇月や数週間といっ

た比較的短期間でも取得が可能であること等のより具体的な周知を行い、制度への

理解を深め、積極的取得を促す。               （人事等担当部門、全庁） 

 

○子育てに関連する休暇・休業を取得しやすい環境づくり  

日頃から所属内で朝礼やミーティングを実施するなどして、業務の進捗状況や情 

報の共有を行い、職員のチームワークとコミュニケーションを高めることで職員が

安心して年次休暇や特別休暇を取得できるような職場の雰囲気づくりに努める。    

（人事等担当部門、全庁） 

 

④育児休業を取得した職員の職場復帰の支援 

 

○育児休業中の職員への職場復帰に向けた支援 

育児休業中の職員に広報紙の送付など情報提供を行い、職場と育児休業中の職員

とのつながりを保ち、円滑な職場復帰ができるようサポートする。また、育児休業

中の効率的な情報収集等を図るため、ＩＣＴを活用した支援策の検討を行う。                             

（人事等担当部門） 

 

○復職直後の業務量の軽減など職場における配慮 

復職直後の職員の業務軽減や、休業中に改正された制度内容等について適切に引

き継ぎを行うなど、各所属において復職直後の職員への負担軽減に配慮する。  

（全庁）  
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○業務の見直しや事務分掌の見直し等による応援体制づくり（再掲） 

各所属において、妊産婦や育児中の職員について、深夜勤務や時間外勤務、業務

の軽減などに配慮するとともに、業務の見直しや事務分掌の見直しなどを行い、応

援体制を整備する。                                                  （全庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３．子育て活動支援のための環境整備】  

 

次世代育成支援対策は、社会全体で協力して取り組むべき課題との認識の下、各機関

に勤務する職員は、同時に地域社会の構成員であり、その地域における子育て支援活動

への積極的な参加が期待されています。 

また、各機関においても、子育てしやすい環境づくりに向け一定の役割が期待されて

います。これらのことを踏まえ、ボランティア活動への参加促進や職員への交通安全意

識の啓発など、地域の子育て活動の支援等に取り組みます。  

 

①地域活動への貢献  

 

○地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくり  

地域の一員として、自治会活動や子育て支援活動等に積極的に参加し、地域の住

民と一体となって地域づくりや子どもの健全育成に貢献するよう働きかけを行う。 

また、地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりを行う。       （全庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標数値：男性職員の育児休業取得率 

令和１２年度  ８５％ 

■目標数値：男性職員の出産補助休暇取得率 

令和１２年度  １００％ 
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雲仙市特定事業主行動計画 

（令和８年度から令和１２年度まで） 

   ～ 次世代育成支援対策推進法及び  

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律関係 〜  

（令和８年４月改訂） 
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